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平成27年度介護報酬改定
東会長　新年明けましておめでとうございます。
今回の新春対談は、昨年に引き続き厚生労働省の
三浦公嗣老健局長をお迎えしました。平成 27年
は介護報酬改定の年でした。改定率はマイナス改
定となってしまいましたが、さまざまな見直しが
盛り込まれたと思います。まずはそのあたりのご
見解をお聞かせください。
三浦局長　新年明けましておめでとうございま
す。平成 27年に改定された介護報酬は、平成 30
年には診療報酬と介護報酬の同時改定が見込まれ
ていることや、介護保険が 3 年に 1 度の定例的な
制度の見直しが行われることから考えると、平成
28年はいよいよ次の介護保険制度の見直しや報
酬改定に向けて議論が進んでいく時期にあたるの
だと思います。
　3,000円弱の保険料からスタートした介護保険
制度は 5,000円を超えるようになりました。国民
の期待に応えている制度だといわれることが多い
のですが、一方では今後見込まれるさらなる高齢
化に向けてどのようにして持続可能性を維持して

いくのかが非常に大きな課題になってくると思い
ます。その際、昨年の介護報酬改定でも中重度者
への重点化が大きなテーマになりましたが、次の
改定をどの方向で進めるかどうかは今後の議論に
なります。一般的にいえばよりニーズの高い人に
必要なサービスが切れ目なく届けられる仕組みを
つくっていくことがこれからも求められると思い
ます。
　全体ではマイナス改定ということで、サービス
事業者の方々からみると、厳しい改定だったと評
価されていると思います。一方、限りある財源を
どのように有効に使うかという観点からすると、
社会保障審議会介護給付費分科会でも非常に積極
的な議論が行われたのではないでしょうか。報酬
の建て方や方向性は、目的と実行がマッチした仕
組みをめざしていると思います。
　老健施設の観点からいえば、医療提供施設であ
り、在宅復帰機能をもつことから、例えばリハビ
リのあり方についても今回かなり強調して内容を
見直しています。特に維持期リハビリを意識しな
がらも、結果として身体機能の向上だけではなく、
むしろ社会参加をどのように進めていくのか。よ

り活動的な生活をどのように展開できるのか。そ
うしたことから考えると複合的なリハビリの概念
が今回の報酬改定のなかで、ある意味芽出しがで
きたのではないかと思います。
　私は平成 18年改定のときに、老人保健課長と
して「リハビリテーションマネジメント」の導入
を担当しましたが、今回それが強化されてリハビ
リを通じて、その方が希望する生き方や自己実現
を支援していく仕組みができたと思っています。
現場でリハビリに取り組んでいる人たちからも、
リハビリの位置づけがよりわかりやすくなったと
いう意見もいただいています。その意味では、今
回の報酬改定のなかで老健施設の観点からすると、
リハビリの見直しは大きな取り組みでしょう。
東会長　昨年の三浦局長との新春対談のときは、
全老健の会長に就任して半年経った時期でしたが、
今年は役員改選の年となります。私が会長として
行ってきた実績について、会員の皆さんの評価を
お聞きしたいと思います。また、もし 2 期目を任
せていただけるのであれば、同時改定に向けて、
老健施設としてどのようにあるべきかを、 1 期目
以上に深く掘り下げて、取り組んでいきたいと考

えています。具体的には、老健施設が在宅支援の
機能を果たすことにより、今後増加すると思われ
る在宅介護の受け皿となり得ます。受け皿の機能
をもつ老健施設はかなり増えてきていますが、今
年はその方向性をより一層明確にして、取り組ん
でいきたいと思っています。
　昨年の介護報酬改定の中身をみますと、三浦局
長もご指摘されたように、やはりリハビリのあり
方を見直したことが一番大きなポイントだと考え
ます。特に通所リハビリにおける、リハビリのマ
ネジメントを強化したこと、さらにＩＣＦ（国
際生活機能分類）の考え方に基づいて評価すると
いう手法が導入されたことは大きいと思います。
　いままでデイケアとデイサービスはどう違うの
かということがよく言われてきましたが、今回そ
こがきちんと区別されたと思っています。デイ
サービスで行われているものは機能訓練、デイケ
アではリハビリを提供するということで差別化さ
れました。デイケアとは、会議等のきちんとした
プロセスをへて、きちんとしたリハビリを提供す
るところである、ということが明確化されたこと
はよかったのではないでしょうか。

新 春 対 談

老健施設に期待される役割
三浦公嗣・厚生労働省老健局長
東　憲太郎・全老健会長

三浦老健局長（右）と東会長
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　私も機会があるごとに、リハビリテーションマ
ネジメント加算Ⅱを取得することで、老健施設が
提供しているデイケアとデイサービスとの差別化
を図りましょうと訴えています。リハビリテー
ションマネジメント加算Ⅱを算定すると単価が高
くなるため、ケアマネジャーから敬遠されやすい
という声もききますが、「単価が高くなったのは
理由があり、きちんと手間隙をかけているから高
いのであって、それだけのサービスを提供してい
る」と胸を張ってケアマネジャーに言うべきです。
　平成 24年度改定で入所に「在宅強化型」とい
う考え方が導入されましたが、私は今回の改定で
は通所リハビリにおける強化型ができたと思って
います。平成 24年度改定で導入された入所の在
宅強化型は徐々に増えてはいますが、大きく伸び
ているという感じではありません。しかし、今回
の通所におけるリハビリテーションマネジメント
加算Ⅱの考え方については、会員の皆さんががん
ばって取り組んでいるという感触があります。
　ケアマネジャーやご家族の方たちの「なぜ高く
なるのですか？」という誤解を解くには、少し時
間はかかるかもしれませんが、少なくとも老健施
設の事業者としてきちんと取り組んでいこうとい
う姿勢が、多くの老健施設でみられていることは、
大変うれしいことだと思っています。

地域包括ケアシステムの構築
東会長　今回の介護報酬改定は、地域包括ケア
システムの構築を見据えたものになっていると思
いますが、その点はいかがでしょうか。
三浦局長　介護給付費分科会長の田中滋先生が
よくご指摘されるように、施設と在宅という２
つの対立概念ではなく、施設も在宅の 1 つの拠点
として機能をもっており、それを生かしていくこ
とが重要であるということだと思います。まさに
地域包括ケアは在宅医療・在宅介護を進めればい

いというのではなく、さまざまな状態・環境にい
る高齢者の方々が安心して切れ目なくサービスを
受けられる仕組みとして考えられてきたものだと
理解しています。
　その意味で、在宅復帰という役割を明確にもっ
ている老健施設としても、施設サービスの拠点だ
けではなく、在宅サービスとしての拠点の位置づ
けとしても十分に機能を発揮していただくことが
重要です。報酬面でも施設と在宅、在宅復帰の際
のプロセスのなかで、老健施設の関係者を評価す
るような動きも入れていると理解していますので、
切れ目なく在宅と施設が連携して動くような仕組
みとして老健施設も機能していただきたい。
東会長　いま三浦局長も述べられましたが、私
も入所と在宅サービスを分けて考えるべきではな
いと思います。入所機能と在宅支援サービスを分
けて考えがちですが、老健施設の在宅支援は、デ
イケア、ショートステイ、訪問リハビリの機能だ
けでなく、入所の機能も入れて取り組まなければ
いけないと主張しているところです。
　在宅介護をしている方々にとっては、緊急で
1 か月～ 2 か月預かってもらえる、家のリフォー
ムをする際に 3 か月～ 6 か月預かってもらえる
というような機能は非常に助かるものです。短期
入所に加え、月単位の入所機能を使って在宅支援
することが、地域包括ケアシステムを具現化する
ときに、必ずや必要になる機能だと思っています。
　残念ながらいまのところそのような利用が制度
としてできるのは老健施設だけなので、老健施設
がもてる機能を十分に活用することで、地域包括
ケアシステムに寄与できるのではないでしょうか。

介護人材の確保
東会長　政府は「一億総活躍社会」において、
介護離職ゼロの施策を打ち出し、介護サービスの
基盤整備に力を入れております。しかし、現場で

はその介護サービスを支える介護人材の確保問題
は喫緊の課題です。私ども全老健としても、介護
のイメージアップ動画の制作を含め、介護人材確
保のキャンペーン等に積極的に取り組んでいます。
こうした問題についてのご見解をお聞かせくださ
い。
三浦局長　サービスを提供するためには、人材
の確保が必須であることは間違いありません。人
材確保は、数の問題と質の問題の両方でアプロー
チしていく必要があると考えます。
　数の問題でいえば、例えば介護福祉士養成校で
学ぶ人たちをどのように支援していくのか。ある
いは各サービス事業所で働いている人たちの支援
をどうするのか。またさまざまな事情があって一
旦職を離れることになった人たちへの支援をどの
ように考えるのか。さらにいうと、いままで介護
の世界にあまり関わっていなかった中高年の人た
ちが、定年退職後に高齢者向けのボランティア活
動に参入することをどう考えるのか。いろいろな
目的や段階に応じた支援策を講じていくことが重
要だと思います。
　政府が進める一億総活躍社会の実現における

「新 3 本の矢」の 3 本目の矢として介護離職ゼロ
が掲げられています。そのなかにはもちろん介護
サービスの基盤整備が盛り込まれていますが、併
せて人材の確保も重視されています。この問題は
厚生労働省のなかでいいますと、老健局だけでは
なく社会・援護局とも協力しながら必要な人材の
方々にぜひ参入していただくことを考えています。
　一方で、世の中では介護について「とても大変
な仕事」「なかなか実りのない仕事」というイ
メージがあることも否めません。どのようにすれ
ば介護職に対する理解あるいは介護の重要性を広
めていけるのかということも大きな課題だと思い
ます。そのときに、国から「介護はいい仕事です
よ」というだけではなく、やはり現場で介護の重
要性、生きがいを発信していっていただくことも

ぜひお願いしたいと思っています。介護は大変だ
けれども、介護職本人にとってあるいはその人に
よって支えられている高齢者にとって重要だとい
うことを現場から発信してほしい。
　大変なことをみんなで理解することは大事です
が、一方でその人がいることで社会が成り立って
いることも同時に理解しないと現場の人たちの士
気が上がらないことになってしまうのではないで
しょうか。私たちはぜひ現場とタイアップしなが
ら介護職の仕事の重要性や現場における生きがい
などにアプローチできればと考えています。
東会長　介護福祉士の養成校について触れられ
ましたが、養成校の定員割れが長年続いている問
題が 1 つあります。また、養成校を卒業して希望
ややりがいをもって介護福祉士になっても、離職
をしてしまうことも大きな問題です。
　離職をする原因は、排泄や入浴等の介護が大変
だからということではないと思います。元々そう
した介護の仕事にやりがいをもって介護福祉士に
なったのですから、そんな理由で辞める人はあま
りいないはずです。
　むしろ介護の仕事だけではなく、風呂や部屋の
掃除や洗濯など、雑用まですべてをやらなくては
いけないということが影響しているのだと思いま
す。介護福祉士の人たちは、「せっかく国家資格
を取ってきたのだから、介護の専門の仕事をさせ
てほしい。それ以外の業務までをなぜしなければ
いけないのか」と感じていることが離職の大きな
原因になっているのではないでしょうか。
　そのような課題を解決するために、私は「介護
助手」という考え方を導入してはどうかと提案し
ています。介護の専門職化ということを口で言う
だけでなく、現場でも介護福祉士の方には介護の
仕事だけに専念してもらい、掃除や洗濯等の雑務
は「介護助手」に分担していただいてはいかがで
しょうかというものです。このままでは、せっか
く若い人たちが希望をもって国家資格を取ったの
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に、自分の能力を生かせないまま辞めていってし
まいます。そのため、三重県では、「介護助手」
という事業でなんとか介護の専門職化が進まない
かということを考え、地域医療介護総合確保基金
を活用したモデル事業を展開しています。
　介護は大変だといわれますが、大変に決まって
います。ただ大変だからこそ、専門職がいるので
す。厳しく大変な仕事だからこそ、国家資格が与
えられているのではないでしょうか。厳しく大変
ではない雑用まで、介護福祉士の方にさせるべき
ではないということです。
　今後介護職の専門職化が進めば、その社会的地
位も上がります。さらに、「介護助手」はパート
で十分まかなえること、「介護助手」の導入によ
り正規常勤の介護専門職の人数を減らすことがで
きる可能性が高いこと等により、介護専門職の給
与を上げることができると考えられます。
　現在の処遇改善加算はそろそろ限界に近づいて
おり、むしろ経営者側がきちんと考えて介護職の
給与を上げる工夫をすることが重要です。ただし
処遇改善をしないでいいというわけではありませ
ん。給与だけでなく包括的な処遇改善が絶対に必
要です。例えば学校に行くための補助をつけると
か、介護プロフェッショナルキャリア段位制度の
段位を取るためのサポートをするとか、女性の介
護職が結婚・出産後も仕事を続けられるように託
児所をつくるとか、いろいろな支援、総合的な処
遇の改善をお願いしたい。処遇改善加算は必要で
はないというのではなく、違う形できちんと処遇
改善を考えてほしいということです。

介護職のスキルアップ
東会長　介護職のスキルアップとしてキャリア
段位制度がありますが、平成 27年 10月に厚労省
でも検討会がスタートしました。また、先般、私
ども全老健も会員となって一般社団法人認定介護

福祉士認証・認定機構が設立されました。こうし
た動きについてはどのように考えられますか。
三浦局長　よりスキルを磨きたい、あるいは自
分の能力を発揮したい、そのような意向をもって
いる人たちを応援していくことは、単に介護離職
対策というよりも、モチベーションをうまく介護
の質の改善につなげていく点で重要だと思います。
キャリアラダーのあり方については、認定制度や
キャリア段位制度などのプロセスを議論していま
すし、現に動いているものもあります。
　キャリア段位制度でいうならば、アセッサーに
なっている方がたくさんいます。これはまさに介
護をよりよいものにしたいという熱意がそうした
形で具体的にあらわれているものでしょう。私は
その意味で、アセッサーやアセッサーを志望する
方には本当に感謝の念をもっています。その方々
の熱意がきちんと生かせるような仕組みを動かし
ていくのが、我々の使命だと思っています。
　キャリア段位制度は、いくつかの課題が指摘さ
れています。例えば時間がかかる、手間がかかる
など現場感覚に合わないものがあれば、しっかり
見直しをしていきたい。キャリアラダーの観点か
らいうと、単なる技術論だけでなはなく、マネジ
メント能力やいろいろな観点の評価というのが別
途あると思います。そういうものを含めてあるべ
きキャリアラダーの姿を議論していくことが、い
まの段階では重要だと思います。
東会長　キャリア段位制度は採用すべきですし、
認定介護福祉士も多くの人が認定されるべきだと
思います。私はこうしたものはいくつあってもか
まわないと考えます。あればあるほど介護職の専
門職化が進みますし、社会的地位の向上につなが
るわけです。国が認定する仕組みがあって、それ
を皆さんがめざすことによって、介護職をめざそ
うという若い人が増えれば大賛成です。
　全老健はキャリア段位制度がスタートしたとき
から積極的に参加していますし、先ごろ設立され

た認定介護福祉士認証・認定機構についても全面
的に協力していく考えです。
　ところでキャリア段位制度はたくさんの方々が
時間とお金をかけて取り組んでいて、ある程度の
インセンティブがないと制度の維持が難しい部分
はあろうかと思います。将来的に報酬上の評価に
結びついていく可能性があれば教えてください。
三浦局長　キャリア段位そのものが報酬にどの
ように結びつくかという議論はまだしていません
し、この段階でいうのは早いように思います。た
だ、報酬上の姿でいえば要件として、介護福祉士
の割合などを要件にしている加算はいくつかある
と思いますので、その意味ではよりスキルの高い
方々、見識の高い方々が多くいる施設や事業所を
評価してきている実績はすでにあります。それに
適うものがキャリア段位なのかはこれからの議論

だと思います。一般的にはそういうことがいえる
のではないでしょうか。

認知症施策
東会長　高齢化が進んで認知症が大きな社会問
題になっています。国は新オレンジプランを策定
して取り組んでいますが、今後の認知症施策につ
いて教えてください。
三浦局長　新オレンジプランが平成 27年 1 月に
策定されました。これはいままでのオレンジプラ
ンが厚労省だけの計画だったのに比べ、安倍首相
の指示を受け、政府一丸で取り組んでいます。厚
労省がとりまとめを行っていますが、12の省庁
によってできました。
　これは非常に重要なことで、高齢者が生活をす

介護助手事前説明会のチラシ
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るにあたって、必要なのは医療や介護のサービス
だけではなく、その方の 24時間を考えれば、さ
まざまなサービスや支援が必要になってきます。
その点で、今回の新オレンジプランは、「新」と
ついていますが、オレンジよりもずっと大きいグ
レープフルーツのようなプランなのかもしれませ
んね（笑）。
　一方、これから間違いなく高齢化とともに認知
症やその前段階にある方々の数は増え、高齢者の
なかに占める割合も多くなってきます。それを考
えれば、認知症は特別な状態ではなく、社会にご
く一般的にある、コモン・ディジーズ（common 
disease）にますますなってくるでしょう。
　このことは、認知症を前提にした社会をどのよ
うにつくっていくかということであり、認知症に
一番経験をもつ介護分野の責任が大きくなると考
えています。その点で、介護の関係者から認知症
についてのいろいろな取り組みを発信していただ
きたいと思っています。
　昨年の新春対談でも全老健の認知症の取り組み
を高く評価させていただきました。今度は、老健
施設もそうですし、さまざまな介護の経験者が、
認知症に対するそれぞれのソリューション、対応
を明らかにしていく段階にきているでしょう。
　むしろ、いままでは医療が終わってから介護と
いう流れでとらえてきた向きがないわけではあり
ませんが、少なくとも認知症の点からいうと、介
護が認知症対応をリードすることが重要です。介
護の世界では身体拘束の禁止など先鞭をつけて認
知症に対する取り組みを進めてきました。これを
介護だけではなく、医療にも広げていくことが重
要になります。その意味では介護関係職のリー
ダーシップに大いに期待したいと思います。
東会長　介護関係者にそこまで期待していただ
けるとは、責任が大きいですね。認知症について
は、介護の現場はリハビリだけでなく、認知症の
ケアにも慣れており、精通しているところがあり

ます。一方で医療からみると、疾患の治療が目的
のため、認知症にある程度目をつぶりながら治療
することもあったのですが、いまやそこを無視で
きない時代になってきていると思います。
　おこがましいかもしれませんが、その点では介
護で培ったノウハウを医療にフィードバックする
ことができるのではないでしょうか。
三浦局長　いやいや謙遜する必要はまったくな
いと思います。身体拘束をしないで介護をしてい
るという実績は大変なことであり、これはぜひと
も医療の世界にも伝えていくべきです。
東会長　実際、身体拘束をしないコツがありま
す。例えば、車椅子の Y字帯をしないで過ごし
てもらうための方法について、医療の世界の方は
ご存じない方が多いと思います。細かいことです
が、ちょっとソファに移っていただくだけで落ち
着くことができ、立ち上がりがなくなることを、
医療関係者の方でご存じの方は少ない。フィード
バックできるものがあれば、フィードバックさせ
ていただきます。
　私は全老健の会長として、認知症の支援をする
ことも老健施設の重要な役割だと思っています。
現在、認知症の方を在宅で介護している方々はと
ても多く、在宅介護と認知症は切り離せない問題
になっています。認知症の症状には波があって、
何かをきっかけに悪くなったりよくなったりする
状態があります。一時的に悪化した認知症の方た
ちを老健施設でお預かりし、認知症のリハビリを
提供し、落ち着いてから自宅にお帰しすることが
常にできるようであれば、認知症があっても在宅
でなんとか介護ができるのではないかと考えます。
　今後、老健施設が認知症をどのくらいサポート
できるかということも、新オレンジプランがうま
くいくキーになると思っています。ただそれはリ
ハビリを提供する・しないだけではなく、いま述
べたように、認知症の介護をしている方に対して、
何かあったら老健施設が預かってくれるとか、リ

ハビリをしてくれるという安心を提供していくこ
とが、老健施設に課せられた重要なテーマだと考
えています。

介護予防
東会長　全老健では「介護予防サロン」事業を
試行的に展開していますが、介護予防・日常生活
支援総合事業のご見解をお聞かせください。
三浦局長　予防はあらゆる段階において重要な
概念です。つまり、少し弱ってきて、まだ要介護
状態になっていない人たちにきちんと介入して、
もとのような状態にできるだけ早く戻っていただ
くことも大事です。また、いったん要介護状態に
なっても、その状態が悪くならないようにとどめ
ておく。これも予防の大きな役割だと思います。
　その点で、予防のノウハウは多様にあり、いろ
いろな段階においてきわめて有効な手段の 1 つだ
と思っています。在宅の機能と施設の機能をもち、
結果的にすべての段階にコミットできる老健施設
が、予防の拠点としても役割を担っていただける
のではないかと考えています。
　対象者は比較的元気な方もいれば、重度な方も
おられます。だからこそ、包括的にあらゆる段階
の方々に対応していただける。介護予防サロンの
ような取り組みを老健施設が提案し、役割を担っ
ていただいていることはすばらしいことだと思っ
ています。
東会長　介護予防サロンは、要介護に至るまで
の予防的なものを、老健施設でできることはない
かということで始めた事業です。現在、大分県で、
いわゆる総合事業に盛り込まれている実績はあり
ますが、これをすべての都道府県で取り上げてく
れということではありません。
　先ほど三浦局長も言われましたが、老健施設は
要介護状態になった人の重度化予防にももちろん
取り組んでいます。しかし、要介護認定を受ける

前にも老健施設がお役に立てることがあるのでは
ないかと思います。老健施設を運営する者として、
介護予防という意味で、地域に何か役に立ちたい
というところはぜひ多くの会員に手がけてもらい
たいと思います。
　また、介護予防だけでなく、中度化・重度化予
防も非常に大事なことです。これももちろん老健
施設だからこそできることだと思っています。た
だこれは特別なことではなく、高齢者の状態を良
くする、もしくは維持をすることこそが我々の仕
事であり、そのことによって在宅での介護の負担
をなるべく軽減し、在宅の期間をなるべく長くす
ることが、そもそもの老健施設の役割です。その
意味では、全段階予防に老健施設ががんばらなく
てはならないというのはおっしゃるとおりです。

要介護認定
東会長　先ほど少し要介護認定の話をしました
が、介護保険制度のなかで要介護認定も見直す時
期に来ているのかなと思っています。
　平成 27年の介護報酬改定にも関係しますが、
リハビリマネジメントはＩＣＦに基づいた考え
方で改定されています。要介護認定ができたとき
は、まだＩＣＦの考え方はなく、ＩＣＩＤＨ

（国際障害分類）に基づいていました。つまりど
のような障害があって、どれだけ手間がかかるか
という考えに基づいて要介護認定の基準ができた
と思っています。
　要介護認定の考え方自体はいいとは思いますが、
例えば要介護度を決めるにあたっては「あれがで
きない」「これだけ手間がかかる」という評価方
法から、「障害があってもこれはできる」という
ＩＣＦの考え方で要介護認定を行えば、過剰な
介護を減らすことができ、その人の残存能力を生
かした介護を提供できると考えます。今後、介護
保険料がどんどん上がっていくことは非常に問題
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です。そのためにも要介護認定を見直し、その人
の残存能力を評価する方向に切り替えることにど
うお考えでしょうか。
三浦局長　要介護認定については、制度施行時
に担当していた者の立場からいうと、いろいろな
議論がありましたが、東会長が言われるような残
存能力の評価は極めて難しいということでした。
　認定においては「できるか、できないか」とい
う質問ではなく、「しているか、していないか」
の質問に徹底しました。それは調査の段階で「で
きるか、できないか」を評価するためには実際に
してもらわないとわかりません。しかし、24時
間 365日の日常生活のなかで例えばトイレに
行ってもらう、お風呂に入ってもらうことを実際
の調査のなかで全うすることは極めて難しい。そ
のため、結果的に「しているか、していないか」

といった視点からの評価・質問になっています。
　一方で、東会長のご主張は最もだと思います。
むしろ私どもは、ケアプランを作成するときに、
その方の能力をしっかり評価してもらいたいと考
えています。個別のサービスを提供することにな
るため、当然そこには「している、していない」
だけではなく、「できる、できない」もあります
し、もっといえば「したいか、したくないか」と
いったさまざまな段階の本人の希望なりをしっか
りとらえることが必要だと思います。
　制度設計のときには、要介護認定とケアプラン
作成を一体になってできないかなどのいろいろな
議論があったことは事実です。しかし、結論とし
てサービスに密着した評価を行う点からいうと、
ケアプラン作成の際のアセスメントのなかで、そ
の人の能力や希望を十分に把握していくことがい

まの段階では重要だと考えます。

老健施設への期待
東会長　最後に私ども老健施設への期待をお聞
かせください。
三浦局長　多少突拍子もないことを申し上げま
すが、高齢者に対するサービスの 1 つのキーワー
ドはアウトリーチだと思っています。
　つまり、老健施設がデイケアに来る人を待って
いる、あるいは入所される方を待っているといっ
た“待ち”のサービスを基本にしている限り、申
し訳ないですが、他のサービスとの違いが強調で
きないかもしれません。
　もちろん、在宅復帰などいろいろな役割を担っ
ていますし、それは特徴であると思いますが、も
う一歩進んで地域にいる高齢者全体を支えると
いった取り組みが必要になるのではないでしょう
か。このことは地域包括ケアの概念ですね。特に、
先ほど東会長が言われたような、少し弱ってきて
いる人を見つけてくる、あるいはリスクが高まる
かもしれない人を見つけてくる。先制攻撃という
のも変ですが、そうした役割を老健施設には担っ
ていただくことが、期待されると思います。
　つまり、デイケアで高齢者一人ひとりに来てい
ただいて、サービスを提供するだけではなく、自
宅に行っていただく。そのことによってご家族を
支えるとか、近所の方でもっと弱っている方を見
つけるとか地域で何が起きているのかがわかって
きます。しかも、見つけるだけではなく、デイケ
アに参加してもらうこともできるわけです。
　老健施設は具体的なメニューをもっていること
からすると、単に見つけ出すだけではなく、アフ
ターケアができる機能をいまでももっています。
できれば、そうした形で、地域に出て行く老健施
設の姿を少し考えていただくと、住民からみてよ
り頼りがいのある機能として、地域のなかで輝き

を増すのではないかと思います。
東会長　先ほど話が出た介護予防サロンは、サ
ロンという名称ですが、私はどちらかというと老
健施設のなかにある駆け込み寺的な機能をもたせ
たいと思って始めたものです。介護予防サロンの
案内は、例えば近くの美容室や、高齢者がよく行
く開業医などにパンフレットを置かせてもらって
います。最近予約を守れないとか、よく転んであ
ざができているとか、髪の毛を洗っていないの
じゃないかとかといった情報を老健施設に寄せて
もらい、一度サロンに来てみませんかという仕組
みを想定しています。
　その上でサロンに来られた方に、認知症がある
のではないかとか、転倒しやすいんじゃないか等
評価し、介入していきます。早期に認知症を予防
したり、転倒・骨折を予防したりできるのが介護
予防サロンの特徴です。
　いろいろな場所にパンフレットを置いて、情報
提供することは老健施設がし始めたことです。中
学校区ごとに老健施設が整備されているので、老
健施設はそうしたサービスもしてくれる、相談に
も乗ってくれるのだとわかってもらえればいいと
思います。情報提供をすることで、サロンからか
かりつけ医を紹介した例もあり、こうした取り組
みは続けていくべきだと思っています。
　三浦局長の言われることは簡単に言うと、開か
れた老健施設ということですが、まさしく地域に
開かれた老健施設が今後具現化するのではないか
と私も期待しています。ただ、介護予防サロンに
取り組んでいる老健施設はまだ一部なので、さら
にこれから広めていきたいと思っています。
　介護予防サロンは、昨年から独立行政法人福祉
医療機構からの助成ではなく、全老健独自の事業
として取り組むことにしましたので、多くの老健
施設で手がけていただければと思っています。
　本日は長時間ありがとうございました。今年も
よろしくお願いいたします。

「介護予防サロン」のパンフレットより

010-19特集1_新春対談（六）1216.indd   18-19 2015/12/16   15:48:51




